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議題１．2026 年度役員人事 

 

同総会役員の任期は２年で、今年が改選期になります。 

下記の通りの役員人事を提案いたします。 

        選出母体 

  ・会長  三上彩子   18 回    重任     

  ・副会長 小林暁生  8 回    退任   1～10 回 

柴田眞樹   18 回     重任  11～20 回 

       渡辺康隆   25 回     重任  21～30 回 

             高橋 寛   32 回        重任  31～40 回 

須田健太郎 48 回        重任  41～50 回 

       田久保裕之 52 回        新任  51～60 回 

       楠 木綿太 60 回    退任  51～60 回 

       安部ふゆみ 35 回        重任  運動部 OBOG 会 

       高橋 進  20 回    重任  文化部 OBOG 会 

       小田島肇  38 回    重任  支部朝陽会 

       西尾信子  24 回    重任  旧教職員 

  ・監事  中越一統  31 回     重任 

       廣田勝彦  44 回     重任 

  ・顧問  吉村 悟   7 回    留任 

西出紀久  15 回     退任  

橋本健一  19 回     留任 

顧問には任期がありません。 

 

尚幹事長太田正行 23 回の重任は 2 月 28 日の代表幹事会で承認されております。 

 

議題２-1．2025 年度事業報告 

 

親睦の向上  

・創立 110 周年と同窓会発会 100 周年記念事業  

＊発足     2025 年 3 月 

＊実行委員会  結成を企画 

＊現況     活動計画は検討中 
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・創立 100 周年記念事業報告書  

＊完成     10 月に完成しホームページに掲載 

＊小冊子    400 冊を作成し記念募金の多額納入者などに配布 

・記念募金芳名録  

＊発行中止   個人情報の公開の観点から取りやめ 

・ホームカミングデー  

＊開催     11 月 1 日(土) 母校視聴覚室、生徒ホール 

＊催し     音楽演奏（笙、ゲーム音楽、管弦楽、合唱） 

                    参加者 150 名 

・Web レター  

＊中止     経済性の観点から取りやめ 

・東京校歌祭  

＊開催          10 月 26 日(日) 杉並公会堂、参加者 30 名 

・戸山新宿ゴルフ交流戦  

＊開催     10 月 31 日(金) 武蔵松山カントリークラブ 

            個人戦は一位、団体戦は敗戦、参加者 22 名 

・朝陽クラブ再開 

＊中止       

・館山寮臨海教室見学バスツアー  

＊実施     8 月 2 日(土)、参加者 15 名 

２．母校への支援  

・朝陽あい募金 

＊目標     500 万円  

＊実績     2025 年度 302 万円、2024 年度は 192 万円 

・朝陽奨学金  

＊募集     9 月 

＊給付     10 月 11 名、各々10 万円給付 

・朝陽祭  

＊実施     9 月 6 日(土)～7 日(日) 

同窓会室と３F 教室で開催 

＊展示     朝陽同窓会の歩み、東郷元帥直筆、荒木大将軍刀、 

著名同窓生の紹介、館山寮模型展示 

＊記念グッズ  T シャツ、マグカップを販売 
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   ・キャリアガイダンス  

＊実施      2 月 4 日(水) 卒業生講師 13 名が講演 

・物品購入援助による母校支援  

＊皆勤賞     78 回卒業生 14 名に記念品を授与 

３．組織財政の強化 

   ・総会  

＊開催     5 月 31 日（土）視聴覚室、参加者 146 名 

＊挨拶     同窓会長、校長、ＰＴＡ会長 

＊議事     2024 年度事業報告と決算 

＊講演     竹下次郎 24 回、演題「社交ダンスと夢」 

＊演奏     朝陽合唱団  

＊懇親会    リストランテベニーレベニーレ、参加者 73 名 

  ・「朝陽｣74 号  

＊発行     5 月 1 日、 2024 年度より 1 か月前倒し 

＊総会議案   ホームページに賛否表明用紙とともに掲載 

・広報委員会 

＊委員          須田健太郎 S48、楠木綿太 S60  

＊運用開始   10 月からホームページを新デザインで  

＊費用     デザイン料 88 万円  

・支部朝陽会  

＊開催     北海道、宮城、群馬、九州 

・外部パッケージ利用 

＊会計     「会計王 NPO」のテスト終了、2026 年度から利用開始 

＊名簿     「幹事長 2」を 1 月に導入し利用開始 

＊ハード更新   パソコン 4 台とサーバーを 1 月に更新 

             老朽化のため及びセキュリティ向上が目的 

・組織検討委員会 

＊目的     持続可能な組織づくり 

＊委員会    委員長 高橋寛 32  

委員  太田正行 23、中村悦朗 35、岩崎洋平 38、 

鈴木仁志 38、小山元 45 

オブザーバー 中越一統 31、廣田勝彦 44 

＊現況     朝陽同窓会の一般社団法人化を検討 
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 議題２-2．2025 年度決算 

 

・決算書 

 
 

・2025 年度決算概要 

＊収支は 43 万円の支出増、予算比 162 万円収支改善、前年比 24 万円収支悪化 

＊朝陽あい募金は 302 万となり、支出を上回った金額 104 万円を基金に組入れた 

＊親睦向上引当金を 168 万円取崩し、諸活動に活用した 

2025年度決算案

2025年4月1日より2026年3月31日まで
朝陽同窓会

         △印は予算に対して実績が少なかったことを示す
勘定科目 前年実績 予算 実績 予算実績差異 差異理由(予算➝実績）

　＜収入＞

入会金 3,555,000 3,465,000 3,310,000 △ 155,000 ７８回生　

会費 4,545,928 4,600,000 5,320,333 720,333

朝陽広告料収入 375,000 215,000 195,000 △ 20,000

100年誌売上 547,100 500,000 289,000 △ 211,000

朝陽あい募金 1,925,200 2,000,000 3,015,532 1,015,532

あい基金取崩 1,051,424 1,000,000 0 △ 1,000,000 募金収入が支出を上回ったため

親睦向上引当金取崩 895,251 2,000,000 1,687,818 △ 312,182 費用発生を抑えたため

財団受託手数料 360,000 360,000 360,000 0

雑収入、預金受取利息 120,269 143,200 179,032 35,832

　　　　　　　　小計 13,375,172 14,283,200 14,356,715 73,515

　＜支出＞

事務局手当 3,448,000 3,790,000 3,382,000 △ 408,000 人員補充しなかった

通勤交通費 235,320 245,000 244,540 △ 460

会議費、通信費 249,953 260,000 393,913 133,913 新ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開設費用

光熱費 240,032 250,000 233,155 △ 16,845

備品・消耗品費 948,175 1,030,000 744,483 △ 285,517 費用削減

ｼｽﾃﾑ関連(含減価償却費) 366,673 1,285,000 902,683 △ 382,317 稼働時期ずれ

朝陽発行費 3,933,157 4,210,000 4,164,659 △ 45,341

支部、活動助成金 280,000 410,000 372,820 △ 37,180

総会、校歌祭、朝陽祭費用 351,404 370,000 202,025 △ 167,975 費用削減

ホームカミングデー費用 481,165 250,000 146,574 △ 103,426 費用削減

館山寮見学会費用 - 100,000 135,258 35,258

出張旅費 69,680 100,000 73,860 △ 26,140

100年記念事業報告書 - 1,000,000 657,600 △ 342,400 費用削減

100周年誌発送保管料 396,171 350,000 275,451 △ 74,549

朝陽奨学金給付 1,500,000 1,500,000 1,100,000 △ 400,000 応募が少なかった

募金趣意書等 542,300 254,000 253,506 △ 494

あい基金繰入 0 0 1,036,969 1,036,969 支出超過額を基金に繰入れた

母校支援費 307,430 370,000 182,660 △ 187,340 新規アイテムなし

銀行郵貯取扱手数料 219,823 220,000 291,270 71,270

予備費 0 355,000 0 △ 355,000 未使用

　　　　　　　　小計 13,569,283 16,349,000 14,793,426 △ 1,555,574

当期経常増減額 △ 194,111 △ 2,065,800 △ 436,711 1,629,089
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議題３ー1．2026 年度事業計画 

 

前年度より継続 

・朝陽あい基金募集 

＊目標    2026 年度募金 500 万円 

＊広報    目標金額達成のために募金の趣旨を総会、 

支部朝陽会・ホームカミングデー、あるいは 

「朝陽」・ＨＰなどで会員に広報 

4 月 

・外部パッケージ導入 

＊会計    会計ソフト「会計王 NPO」利用（運用は年度後半から） 

＊名簿    名簿ソフト「幹事事長 2」を利用し「朝陽」送付状を作成 

5 月  

財産目録
2026年3月31日現在 朝陽同窓会

　　科目 金額 　　科目 　　　　金額
＜資産の部＞ ＜負債の部＞
　現金 49,904 　源泉徴収所得税預かり 4,265
　普通預金 7,969,628 　予納会費－80、79回生 3,840,000
　郵便貯金 2,951,385 　あい基金引当金 13,385,545
　定期預金 30,000,000 　親睦向上引当金 18,311,796
　定額貯金 13,000,000 　長期会費未経過分引当金 11,403,334
  未収入金 80,722 　計 46,944,940
　器具備品 2,480,635 ＜繰越金＞
　ソフトウェア― 3,213,224 　一般繰越金 12,800,558
　合　計 59,745,498 　合　計 59,745,498

剰余金処分案 あい基金
前期残高 12,348,576

1.前年度一般繰越金 10,775,530 　繰り入れ 1,036,969
　前期損益修正益　＊ 2,461,739 当期残高 13,385,545
  当期一般活動収支 △ 436,711
　　　　　　 計 12,800,558 親睦向上

前期残高 19,999,614
2.これを次の通り処分します 　取り崩し △ 1,687,818
次期繰越金 12,800,558 当期残高 18,311,796

＊長期会費未経過分引当金残高を精査し未実現分を繰越金に追加

会計監査報告
2025年度朝陽同窓会の会計監査を行いましたところ、会計帳簿及び証憑書類との照合結果については、
いずれも一致していることを確認いたしました。

2026年4月23日 監事 中越一統・廣田勝彦
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・「朝陽｣75 号発行 

＊刊行    5 月 1 日（金） 

＊内容    総会議案はホームページに記載 

投票用紙は「朝陽」に掲載 

・2026 年度総会      

＊日時       5 月 23 日（土）14:00～16:00 

校内ツアーは 13:00 から 

    ＊会場       母校自習室（1 階） 

    ＊挨拶       同窓会長、校長、ＰＴＡ会長 

    ＊議事       １．2025 年度事業報告・決算 

２．2026 年度役員人事・事業計画・予算 

３．朝陽同窓会の一般社団法人化 

    ＊講演      25 回生記念講演 吉村仁 

           「素数ゼミの謎から：進化・行動から経済」 

    ＊演奏       朝陽合唱団 

    ＊懇親会     ベニーレ・ベニーレにて開催 

・母校への寄付 

＊物品の購入 プール清掃機材購入補助   

7 月 

・支部朝陽会 

＊開催    北海道 7 月、宮城 10 月、群馬 11 月、九州 2 月 

東海と USA は未定 

・朝陽奨学金  

＊目的    在校生の内、経済的に必要とする生徒が対象 

＊募集    5 月に母校掲示板に案内を掲載 

＊給付    7 月に各々10 万円給付 

           １年 3～5 名、2 年 3～5 名、3 年 5～7 名  

計 15 名まで   緊急必要時には別途対応 

・館山寮・臨海教室見学バスツアー 

＊日時    8 月 1 日（土） 

＊場所    館山寮にて臨海教室の見学 

＊移動手段  貸切バス（先着 40 名） 

＊    食事代、諸経費込み７千円 
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9 月 

・朝陽祭 

＊日時   9 月 5 日（土）、6 日（日） 

＊展示   朝陽同窓会の歩み、東郷平八郎書、軍刀など 

          教室を使用し、来場者の関心を引く展示企画 

          同窓会オリジナル商品の販売など   

  ・第 3 回房総連合大遠泳  

＊開催   9 月 20（日）予定 

10 月 

  ・進路部通信 

    ＊特大号作成 進路部通信が 100 号を越したことを記念し合冊作成 

・東京校歌祭 

＊日時   10 月 18 日(日) 

＊場所   杉並公会堂 

・戸山とのゴルフ交流戦 

＊日時   10 月 29 日(木) 

＊場所   武蔵松山カントリークラブ、戸山城北会が幹事 

・戸山とのブリッジ交流戦 

  ＊コロナで中断したが、今年から復活予定 

・ホームカミングデー 

＊日時   11 月 14 日(土) 13:00～16:00 

＊場所   母校視聴覚室など 

＊催物   合唱、管弦楽など音楽中心、校内ツアー 

集客力を考慮し生徒や卒業生に広報 

11 月 

  ・朝陽同窓会創立 100 周年記念事業企画 

    ＊開催日時  2027 年 10 月ころ、記念祝賀会など企画 

    ＊準備委員会 副会長等数名で編成 

2 月 

・キャリアガイダンス 

＊日時    2 月 10 日(水) 

＊対象    第１学年生徒全員 320 名授業参加 

＊講師    卒業生 13 名派遣予定 
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議題３ー２．2026 年度予算 

・予算書 

 
 

・予算概要 

＊収支は 188 万円の支出増、前年比 145 万円収支悪化 

＊入会金、朝陽あい募金の増加を見込んだ 

＊プール清掃ロボット購入援助、システム関連投資、「朝陽」発行費増等  

 

2026年度予算案

2026年4月1日より2027年3月31日まで
朝陽同窓会

         △印は前年実績に対して予算が少なかったことを示す
勘定科目 前期実績 予算 差異 差異理由

　＜収入＞

入会金-79回生 3,310,000 3,975,000 665,000 ７９回生入会増の見込み

会費 5,320,333 5,413,000 92,667

朝陽広告料収入 195,000 195,000 0

100年誌売上 289,000 289,000 0

朝陽あい募金 3,015,532 3,317,000 301,468 募金増の期待

あい基金取崩 0 0 0

親睦向上引当金取崩 1,687,818 1,341,000 △ 346,818 取崩減

財団受託手数料 360,000 360,000 0

雑収入、預金受取利息 179,032 174,000 △ 5,032

　　　　　　　　小計 14,356,715 15,064,000 707,285

　＜支出＞

事務局手当 3,382,000 3,430,000 48,000

通勤交通費 244,540 226,000 △ 18,540

会議費、通信費 393,913 390,000 △ 3,913

光熱費 233,155 240,000 6,845

消耗品費 744,483 778,000 33,517

ｼｽﾃﾑ関連(含減価償却費) 902,683 1,534,000 631,317 PC更新、外部アプリ購入

朝陽発行費 4,164,659 5,031,000 866,341 会報送付状印刷の外注化、値上がり

支部、活動助成金 372,820 400,000 27,180

総会、校歌祭、朝陽祭費用 202,025 239,000 36,975

ホームカミングデー費用 146,574 180,000 33,426

広報費 0 200,000 200,000 新規アイテム

館山寮見学会費用 135,258 140,000 4,742

出張旅費 73,860 145,000 71,140

100年記念事業報告書 657,600 200,000 △ 457,600

100周年誌発送保管料 275,451 300,000 24,549

朝陽奨学金給付 1,100,000 1,500,000 400,000 前年応募者が少なかった

募金趣意書 253,506 0 △ 253,506

あい基金繰入 1,036,969 0 △ 1,036,969 募金額をそのまま支出

母校支援費 182,660 1,416,000 1,233,340 ﾌﾟｰﾙ清掃ﾛﾎﾞｯﾄ、進路部通信冊子

銀行郵貯取扱い手数料 291,270 302,000 10,730

予備費 0 300,000 300,000 一般法人化に対応予備費

　　　　　　　　小計 14,793,426 16,951,000 2,157,574

当期経常増減額 △ 436,711 △ 1,887,000 △ 1,450,289
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議題４．朝陽同窓会の一般社団法人化および組織一本化について 

2026年 5月 

朝陽同窓会 組織検討委員会 

1. 基本方針：なぜ法人化するのか？ 

現在、任意団体である「朝陽同窓会」（以下、同窓会）と、館山寮などの資産を所有す

る「一般財団法人朝陽会」（以下、財団）が併存しています 。これらを一本化し、より

持続可能で透明性の高い組織を目指します 。  

• ガバナンスの向上: 累計 3 万人を超える卒業生の組織として、財務・資産管理

の適正化を図る  

• 組織の永続性: 任意団体から一般社団法人へ改組することで、社会的信用を高

め、同窓会活動（事業・会計）の明確化と透明性の確保、母校支援体制を強化す

る  

2. 一般社団法人化の主なメリット 

• 団体名義での銀行口座開設や不動産登記が可能になる  

• 税務・財務の明確化: 個人所得とみなされるリスクの回避や、第三者による会

計報告の担保  

• 非営利性の徹底: 収益事業を行わない場合、非課税や減免の対象となる  

3. 新法人の概要 

• 名称: 一般社団法人新宿高校朝陽会（仮称）  

• 会員区分:  

o 正会員: 卒業生（会費納入者）、現行の普通会員から移行  

o 特別会員: 現旧教職員 

o 在校生会員: 新設、現行の財団との整合性を図る  

• 総会（代議員制）: 会員数が多いため、卒業年度ごとに選出された代議員（各年

2名以内）を法人法上の「社員」とし、効率的な運営を行う 。  

• 役員構成: 理事 5〜15名、監事 2〜5名。理事の中から会長・副会長を選出 。  

• 会費: 現行の入会金・年会費制度を継承、また、従来から財団が入学時に徴収し

ている「賛助金」は「施設管理費」として徴収する  

4. 役員体制の比較 

区分 現：同窓会 新：一般社団法人 

会長 1名 1名  

副会長 15名以内 3名以内（他は理事として構成）  

幹事長 1名 廃止 

5. 今後のスケジュール（2026年/令和 8年） 

• 5月 23日: 同窓会総会にて法人化方針、解散、定款等の審議  

• 総会後: 会員への周知（ホームページ・会報等）  

• 10月中（予定）: 新法人設立登記  

• 設立後:財団との合併手続きを推進  

 

備考: 法人の事業年度は 4月 1日〜3月 31日とし、初年度のみ設立日から 2027年 3月

末日までとします 。  
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組織検討委員会メンバー 

23回 太田正行（同窓会幹事長） 

32回 髙橋寛（同窓会副会長、財団理事） 

35回 中村悦朗（弁護士） 

38回 岩崎洋平（1級建築士、元 PTA会長） 

38回 鈴木仁志（38回代表幹事、財団理事） 

45回 小山元（45回代表幹事） 

 

委員会オブザーバー 

31回 中越一統（公認会計士、同窓会・財団監事） 

44回 廣田勝彦（税理士、同窓会監事） 

 



一般社団法人新宿高校朝陽会定款  

第１章 総 則 

第１条 （名称） 

当法人は、一般社団法人新宿高校朝陽会と称する。 

第２条 （主たる事務所） 

当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 

第３条 （目的） 

 当法人は、東京都立新宿高等学校（前身となる東京府立第六中学校、東京都立第六中

学校、東京都立第六新制高等学校を含み、以下「新宿高校」という。）の支援及び同窓

会組織であり、会員相互の親睦を図るとともに、新宿高校と緊密な関係を保ち、その

発展に協力することを目的とする。  

第４条 （事業） 

当法人は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行うものとする。  

(1) 各種イベント、交流会、懇親会等の開催業務  

(2) 新宿高校が実施する行事への協力業務 

(3) 会員名簿の作成・管理、発行に関する業務  

(4) 会報誌その他の出版物の発行に関する業務  

(5) 新宿高校及び当法人の活動に関する情報提供に関する業務  

(6) 新宿高校への支援活動に関する業務  

(7) 新宿高校に係る資産の管理運用 

(8) 前各号に掲げる他、当法人の目的を達成するために必要な一切の事項  

 

 

第５条 （公告） 

当法人の公告の方法は、当法人の主たる事務所の、公衆の見やすい場所に掲示する

方法により行う。  

第２章  会 員 

第６条 （会員の構成） 

当法人の会員は、次の２種とする。 

(1) 正会員 新宿高校全日制を卒業した者及びかつて新宿高校に在学し、入会を希望す



る者のうち、理事会において承認された者 

(2) 特別会員 新宿高校の現旧教職員 

(3) 在校生会員 新宿高校の在校生。ただし、入学時に当法人に入会しないことを希

望した者を除く。 

２ 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律（以下「一般法人法」 と

いう。）により規定された次に掲げる一般法人法上の社員の権利を、社員と同様に、当

法人に対して行使することができる。  

(1) 一般法人法第１４条第２項の権利（定款の閲覧等） 

(2) 一般法人法第３２条第２項の権利（社員名簿の閲覧等）  

(3) 一般法人法第５０条第６項の権利（社員の代理権証明書面等の閲覧等） 

(4) 一般法人法第５１条第４項及び第５２条第５項の権利（議決権行使書面の 閲覧

等） 

(5) 一般法人法第５７条第４項の権利（社員総会の議事録の閲覧等） 

(6) 一般法人法第１２９条第３項の権利（計算書類等の閲覧等） 

(7) 一般法人法第２２９条第２項の権利（清算法人の貸借対照表等の閲覧等）  

(8) 一般法人法第２４６条第３項、第２５０条第３項及び第２５６条第３項の 権利

（合併契約等の閲覧） 

 

第７条 （入会金及び会費） 

正会員として入会した者は、入会金及び年会費を納めなければならない。ただし、

新宿高校卒業後 5 年を経過するまでは、年会費の支払いを免除する。 

２  入会金は、在校生会員が正会員の資格を得た時点で支払うものとする。入会金に

は、新宿高校における入学年度毎の学校徴収金のうち、入学時、第 2 学年進級時、第

３学年進級時に、入会予納金として積み立てられた金員を充当することができるもの

とする。 

   ３  特別会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。 

４  在校生会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。 

第８条 （退会） 

正会員は、理事会が別に定める退会届を当法人に提出することにより、いつでも退会

することができる。 

 

第９条 （除名） 



 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において総代議員の過半数

の出席、出席代議員の３分の２以上の賛成をもって当該正会員を除名することができ

る。 

(1) この定款その他の規則に違反したとき。  

(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。  

(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。  

２ 前項の規定により正会員を除名したときは、当法人は当該正会員に対し、除名した 

旨を通知しなければならない。  

第１０条 （会員資格の喪失） 

前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失す

る。  

(1) 当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。  

(2) 当会が解散したとき。 

２ 前項に定めるほか、在校生会員については、新宿高校の在校生である身分を失っ

たときは、資格を喪失するものとする。 

第１１条 （会員資格喪失に伴う権利及び義務） 

会員が前３条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員として

の権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできな

い。 

 ２  当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金

品は、これを返還しない。 

第３章  代議員 

 

第１２条 （代議員） 

当法人は、正会員の中から卒業回生ごとに２名以下の割合で選出される代議員（以

下「代議員」という。）をもって、一般法人法上の社員とする。 

２  代議員は、卒業年度ごとに、互選により選出するものとする 

３ 代議員選挙に関する細則は、理事会において定める。 

4    前項の代議員の選出は、２年に 1 度、定時総会の１週間前までに実施し、代議員



の任期は、選出の日の翌日から新たな代議員選出までとする。ただし、代議員が社員

総会決議取消の訴え、 解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え（一般法人

法第２６６条第１項、 第２６８条、第２７８条、第２８４条）を提起している場合に

は（一般法人法第２７８条 第１項に規定する訴えの提起を請求している場合を含

む。）、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない（当該代

議員は、役員の選任及び 解任（一般法人法第６３条及び第７０条）並びに定款変更

（一般法人法第１４６条） についての議決権を有しないこととする。）。 

5   欠員が生じ、補欠のために選任された代議員の任期は、任期満了前に退任した代議

員の任期が満了するまでとする。 

  6  代議員は、再任を妨げない。 

7 代議員は、正会員を代表し、総会で議決する本会の運営に関する重要な事項につい審

議し決定する。 

 

第１３条 （任意退任） 

代議員は、別に定める代議員退任届を提出することにより、退任することができる。 

 

第１４条 （解任） 

代議員が、当会の名誉を傷つけ又は代議員としての義務を怠り、もしくは第 3 条の目

的に反する行為をしたときは、総会の決議を経て、その代議員を解任することができ

る。 

 

第１５条 （代議員の地位の喪失） 

前 2 条のほか、代議員は、第 8 条乃至第 10 条に定める事由により、会員の地位を喪

失した時は、その地位を喪失する。 

 

 

第４章  総会 

 

第１６条 （構成） 

総会は、代議員をもって構成する。 

２  前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。 

 

第１７条 （権限） 

総会は、次の事項について決議する。 

(1) 入会金、会費の額 



(2) 会員の除名 

(3) 理事及び監事の選任解任 

(4) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの付属明細書の

承認 

(5) 定款の変更 

(6) 解散及び残余財産の処分 

(7) その他法令で定められた事項 

 

第１８条 （開催） 

総会は、定時総会として、毎事業年度末日の翌日から 3 か月以内に開催するほか、臨

時総会は必要に応じて開催する。 

２ 総会は、理事会で決定した場所において開催する。  

 

第１９条 （招集） 

総会の招集は、理事会がこれを決し、会長が招集する。ただし、総代議員の議決権の

１０分の１以上の請求があるときは、会長は、代議員会を招集しなければならない。 

 ２  総会の招集通知は、会日より２週間前までに各代議員に対して発する。 

 

第２０条 （決議の方法） 

総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決権の４分の１を有する代議

員が出席し、出席代議員の議決権の過半数をもってこれを行う。ただし、次の決議

は、総代議員の過半数かつ総代議員の議決権の３分の２以上をもって行う。 

(1) 正会員の除名 

(2) 監事の解任 

(3) 定款の変更 

(4) 解散 

(5) その他法令で定められた事項 

 

第２１条 （議決権） 

各代議員は、各１個の議決権を有する。 

 

第２２条 （議長） 

総会の議長は、会長が務める。会長が欠けたとき又は事故のあるときは、副会長のう

ち、あらかじめ理事会で定めた順位により議長を務める。 

  



第２３条 （議決権の代理行使等） 

 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された議事につき書面又は電磁的方

法をもって表決し、又は総会議長若しくは他の代議員を代理人に指名して議決権を行

使することができる。 

２ 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに当会に提出しなければならな

い。 

３ 第 1 項の規定により議決権を行使する代議員は、前条の規定の適用については出席

した代議員の数および議決権の数に参入する。 

第２４条 （議事録） 

総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。  

 

第５章  役員等 

第２５条 （種類及び員数） 

当法人に次の役員を置く。 

(1) 理事 ５名以上１５名以内  

(2) 監事 ２名以上 5 名以内  

２  理事のうち、１人を会長、３名以内を副会長とし、理事会の決議により 選定する。 

３  前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもって一般法人法第 91 条

第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。 

４ 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。 

 

第２６条 （選任） 

理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。  

 

第２７条 （任期） 

理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時総会の終結の時までとする。ただし、通算で５期１０年以内の再任を妨げない。 

 ２  補欠又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者の残存期間と同一とす

る。 

 ３  理事又は監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、 新

たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。 

 

第２８条 （地位の喪失による退任） 

理事又は監事が正会員の地位を失ったときは、退任するものとする。 

 



第２９条 （役員の解任） 

理事及び監事は、役員としてふさわしくない行為があった場合、又は心身の故障等特

別の事情がある場合においては、その任期中であっても、総会の決議により解任するこ

とができる。 

 

第３０条 （理事の職務権限） 

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。 

２ 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。 

 3 副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この会の業務を分

担執行する。 

４ 会長及び副会長は、毎事業年度ごとに３か月に１回以上、自己の職務の執行の状況を

理事会に報告する。 

 

第３１条 （監事の職務権限） 

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す

る。 

 ２ 監事は、いつでも、理事及び使用人（当法人の業務に従事する事務職員など） に対し

て事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。  

 

第３２条 （役員の報酬等） 

役員は、無報酬とし、その職務を行うために必要とする費用は実費弁償とする。 

 

 

第３３条 （取引の制限） 

理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について

重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。 

(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引 

(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引  

(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人

とその理事との利益が相反する取引  

 

第３４条 （責任の一部免除又は限定） 

 本会は、法人法第１１４条第１項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことに

よる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除する



ことができる。 

第６章  理事会 

 

第３５条 （構成） 

当法人に理事会を置く。 

 ２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

第３６条 （権限） 

理事会は、次の職務を行う。 

(1) 当法人の業務執行の決定  

(2) 理事の職務の執行の監督  

(3) 会長、副会長の選定及び解職 

(4) その他法令または定款に定める職務 

 

第３７条 （招集） 

理事会は、会長が招集し、会日の 1 週間前までに、各理事及び各監事に対して招集

を通知するものとする。 

２  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序に

より、副会長が理事会を招集する。 

３  理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ることなく理事会を開催

することができる。 

   

第３８条 (理事会の議長) 

理事会の議長は、会長がその任に当たる。会長が欠けたとき又は会長に事故がある

ときは、副会長が、あらかじめ定めた席次に従い議長を務める。 

 

第３９条 (決議） 

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が

出席し、その過半数をもって行う。 

 ２  理事が、理事会への出席につき、WEB 会議方式、テレビ会議方式や電話会議方式

により会議に参加したものは、理事会に出席したものとみなす。 

 ３  第１項の規定にかかわらず、一般法人法第９６条の要件を満たしたときは、理事会

の決議があったものとみなす。 

第４０条 （議事録） 



理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を書面もしくは電磁的

記録により作成する。 

 ２ 出席した理事及び監事は、前項の議事録が書面で作成されている場合、署名又は記

名押印するものとし、電磁的記録をもって作成されている場合、法務省令で定める署名

又は記名押印に代わる措置をとる。 

第４１条 （理事会規則）  

理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定

める理事会規則による。 

第７章 委員会 

第４２条 （委員会） 

 当法人は、理事会の決議により委員会を設置することができる。 

２ 委員会の運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。 

第８章 事務局及び支部 

 

第４３条 （事務局及び職員）  

  当法人の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長その他必要な職員を置くものとし、会長がこれを任免する。ただ

し、事務局長の任免は、理事会の承認を得なければならない。 

３ 事務局及び職員に関する事項は、理事会が別に定める。  

 

第４４条 （支部） 

当法人は、理事会の決議を経て、理事会の指定した地域ごとに支部を設けることが

できる。 

２ 各支部に、会長の委嘱により、支部長１名を置く。 

 

第９章 計 算 

 

第４５条 （事業年度） 

当法人の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの年１期とする。 

 

第４６条 （事業計画及び収支予算） 

当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が

作成し、理事会の承認を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場



合も同様とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 会長

は、総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出す

ることができる。  

３ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 

第４７条 （事業報告及び決算） 

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後３か月以内に、会長が次

の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第１号

及び第 2 号の書類については定時総会に報告し、第３号及び第４号の書類について

は、 その承認を受けなければならない。  

(1) 事業報告  

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表  

(4) 損益計算書（正味財産増減計算書） 

(5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書  

 

２ 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置くとともに、 定款及び

社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。  

(1) 監査報告  

 

第４８条 （剰余金の不分配） 

当法人は、剰余金の分配を行わない。  

 

第１０章  定款の変更及び解散 

第４９条 （定款の変更） 

  この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

第５０条 （解散の事由） 

  当法人は、次に掲げる事由によって解散する。 

(1) 総会の決議。 

(2) 法人の合併（吸収合併において存続法人となる場合は除く）。  

(3) 社員が欠けたとき。 

(4) 当法人の破産手続開始決定。  

(5) 解散を命ずる裁判。 



 

第５１条 （清算法人の機関） 

当法人が解散した場合（前条第３号による解散及び第４号による解散であって当該

破産手続きが終了していない場合を除く）には、当法人は清算法人となる。この場

合、機関として、社員総会及び清算人のほか、清算人会及び監事を設置する。 

 

第５２条 （残余財産の帰属） 

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、当法人と

類似の事業を目的とする他の団体、国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。  

 

第１１章  附 則 

 

第５３条 （最初の事業年度） 

当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和９年３月３１日までとす

る。 

 

第５４条 （設立時の役員） 

当法人の設立時の理事及び監事は、次のとおりである。 

 

第５５条 （設立時会長） 

当法人の設立時の会長は、次のとおりである。 

  

第５６条 （設立時社員の氏名又は名称及び住所） 

当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。  

 

第５７条（会員の移行及び施設管理費の取り扱い） 

  

 当法人の設立の登記の日の前日（以下「登記前日」という。）に任意団体である朝陽

同窓会の会員であった者は、設立の登記の日（以下「登記日」という。）をもって、第

６条の区別に従い、普通会員であった者は当法人の正会員に、特別会員であった者

は、当法人の特別会員となる。 

 

２ 登記前日に新宿高校に在校していた者は、登記日をもって、当法人の在校生会員

となる。 

 



３ 第 7 条第 4 項ただし書きの規定は、財団法人朝陽会が存続する間は適用しない。 

 

 

第５８条（法令の準拠） 

本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 

 

 以上のとおり、一般社団法人朝陽同窓会設立のため、設立時社員の定款作成代理

人である弁護士中村悦朗は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をす

る。  

 

令和 年 月 日 上記設立時社員 名の定款作成代理人  

東京都千代田区麹町 4 丁目 3 番地 麹町四丁目ビル２階 

弁護士 中村悦朗 


